
　別表第１（第６条第１項関係）

補助事業者の区分 補助金の額

一般枠該当者
(移住者を除
く。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は４００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、５００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

一般枠該当者
(移住者に限
る。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は５００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、６００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

子育て枠該当者
(移住者を除
く。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は５００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、６００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

子育て枠該当者
(移住者に限
る。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は６００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、７００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

一般枠該当者
(移住者を除
く。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は２００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、３００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

一般枠該当者
(移住者に限
る。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は３００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、４００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

子育て枠該当者
(移住者を除
く。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は３００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、４００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

子育て枠該当者
(移住者に限
る。)

補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は４００，０００円(補助対象物件が長期
登録物件である場合にあっては、５００，０００円)
のいずれか少ない額以内の額

第４条第１項第３号に
該当する者
（空き家の賃借）

一般枠該当者

補助対象物件の賃借料の１年分に相当する額に２分
の１を乗じて得た額又は１００，０００円(補助対象
物件が長期登録物件である場合にあっては、２０
０，０００円)のいずれか少ない額以内の額

子育て枠該当者

補助対象物件の賃借料の１年分に相当する額に２分
の１を乗じて得た額又は２００，０００円(補助対象
物件が長期登録物件である場合にあっては、３０
０，０００円)のいずれか少ない額以内の額

第４条第１項第４号に
該当する者
（空き家の解体）

-

補助対象経費の実支出額の合計額若しくは、国土交
通大臣が定める標準除却費（補助事業を行う年度に
おける「住宅局所管事業に係る標準建設費等につい
て（国土交通事務次官通知）」に規定する除却工事
費をいう。）のいずれか少ない額に２分の１を乗じ
て得た額又は２００，０００円のいずれか少ない額
以内の額

第４条第１項第５号に
該当する者
（動産の廃棄）

-
補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗じ
て得た額又は５０，０００円のいずれか少ない額以
内の額

第４条第１項第１号に
該当する者
（空き家の購入）

第４条第１項第２号に
該当する者
（空き地、解体更地渡
しの土地の購入）



　別表第２（第７条第２項関係）

1

補助事業者の区分 申請書に添付する書類

(1)　事業計画書（様式第２号）

(3)  補助対象物件の位置図
(4)  補助対象物件の写真

(6)　申請者及び同居者の住民票の写し（本籍地記載のもの）
(7)  誓約書兼同意書（様式第３号）

(1)　事業計画書（様式第２号）
(2)　解体工事の見積書の写し
(3)  補助対象物件の位置図
(4)  補助対象物件の写真
(5)　申請者の住民票の写し(本籍地記載のもの）
(6)  誓約書兼同意書（様式第３号）

(1)　事業計画書（様式第２号）
(2)　動産廃棄費用の見積書の写し
(3)  補助対象物件の位置図
(4)  補助対象物件の写真（建物内部の写真を含む。）
(5)　申請者の住民票の写し(本籍地記載のもの）
(6)  誓約書兼同意書（様式第３号）

(2)　補助対象物件の売買契約書の案又は契約しようとする内容がわか
　 る書類

(5)  申請者の本人確認ができる書類（マイナンバーカード、運転免許
　 証、保険証等の写し）

(8)  賃貸借関係がわかる契約書等の写し（現居住物件が戸建賃貸の場
 　合に限る。）

(9)　母子手帳の出産予定日と母親が確認できる部分の写し（申請者が
 　子育て枠で申請する場合であって、かつ、子どものいない世帯に
　 属する場合に限る。）

第４条第１項第２号に該当す
る者
（空き地、解体更地渡しの土
地の購入）

(1)　第４条第１項第１号に該当する者の申請書に添付する書類(1)～
　(9)と同じ

(2)　補助対象物件の土地に新築する住宅の見積書の写し

第４条第１項第３号に該当す
る者
（空き家の賃借）

(1)　第４条第１項第１号に該当する者の申請書に添付する書類(1)及
  び(3)～(9)と同じ

(2)　補助対象物件の賃貸借契約書の案又は契約しようとする内容がわ
 　かる書類

(7)　補助対象物件解体後の土地の売買契約が成立する見込みであるこ
 　とを証する書類

(7)　補助対象物件の売買契約又は賃貸借契約が成立する見込みである
 　ことを証する書類

第４条第１項第１号に該当す
る者
（空き家の購入）

第４条第１項第４号に該当す
る者
（空き家の解体）

第４条第１項第５号に該当す
る者
（動産の廃棄）



　別表第３（第１１条第２項関係）

　別表第４（第１３条第４項関係）

補助事業者の区分 報告書に添付する書類

(1)　補助対象物件の売買契約書の写し

(3)　補助対象物件の売買代金の領収書の写し

(1)　補助対象物件の売買契約書の写し

(3)　補助対象物件の売買代金の領収書の写し

第４条第１項第３号に該当する者
（空き家の賃借

(1)　補助対象物件の賃貸借契約書の写し

(1)　補助対象物件解体後の土地の売買契約書の写し

(2)　工事請負契約書の写し

(3)　工事代金の領収書の写し

(4)  工事写真（解体前、施工中及び完成の状況を撮影したもの）

(1)　補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(2)　委託契約書の写し

(3)　委託代金の領収書の写し

(4)  写真（搬出前、搬出中及び搬出完了の状況を撮影したもの）

補助事業者の区分 居住開始日からの経過年数 返還金額

　１年未満 　補助金交付額の１００％

　１年以上２年未満 　補助金交付額の６６％

　２年以上３年未満 　補助金交付額の３３％

　３年以上 　返還なし

　１年未満 　補助金交付額の１００％

　１年以上 　返還なし

第４条第１項第１号に該当する者
（空き家の購入）

(2)　土地・建物の登記事項全部証明書の写し（補助事業者へ
　 所有権移転完了後のもの）

第４条第１項第２号に該当する者
（空き地、解体更地渡しの土地の
購入）

(2)　土地の登記事項全部証明書の写し（補助事業者へ所有権
   移転完了後のもの）

(4)　補助対象物件の土地に新築する住宅の工事請負契約書の
   写し

第４条第１項第４号に該当する者
（空き家の解体）

第４条第１項第５号に該当する者
（動産の廃棄）

第４条第１項第１号又は第２号の
いずれかに該当する者
（空き家の購入）
（空き地、解体更地渡しの土地の
購入）

第４条第１項第３号に該当する者
（空き家の賃借）


